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第2特集―岐路に立つ欧州 

岐路に立つ欧州 
EU憲法否決の波紋 

統合にブレーキ 
―欧州社会モデルの 
　　　　  模索は続く 

第2特集 

国際研究部 

フランス、オランダで国民がＥＵ憲法批准に対

し「否」をつきつけたことは、政治的に激震と

表現し得る影響を及ぼした。今回の否決によっ

て、ＥＵの雇用労働政策自体が直接影響を被る

わけではない。しかし、加盟国の国民の間で、

雇用・労働条件に対する不安は明らかに強まっ

ている。岐路に立たされたＥＵ各国の状況は…。 

EU
欧州理事会での批准手続延期決定の記者会見（6月）○ＣEU

EU憲法条約全文 

　
欧
州
で
は
、
「
欧
州
の
た
め
の
憲
法
を
制

定
す
る
条
約
」（
欧
州
憲
法
条
約
）
の
批
准
に

関
す
る
国
民
投
票
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
五
月
二

九
日
、
オ
ラ
ン
ダ
で
六
月
一
日
に
行
わ
れ
、

両
国
と
も
に
否
決
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、

雇
用
へ
の
悪
影
響
に
対
す
る
恐
れ
、
現
在
の

経
済
や
労
働
市
場
に
対
す
る
不
満
、
国
家
主

権
喪
失
へ
の
恐
れ
な
ど
の
理
由
が
あ
っ
た
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
六
月
六
日
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
が
二
○
○
六
年
春
に
予
定
し
て
い
た
国

民
投
票
の
実
施
を
凍
結
す
る
方
針
を
表
明
し

た
。
欧
州
憲
法
条
約
や
欧
州
統
合
の
行
方
が

非
常
に
危
惧
さ
れ
る
な
か
、
欧
州
理
事
会
（
Ｅ

Ｕ
首
脳
会
議
）（
注
）
が
六
月
一
六
日
、
一
七

日
に
開
催
さ
れ
、
二
○
○
六
年
一
一
月
を
期

限
と
し
て
い
た
憲
法
条
約
批
准
手
続
き
を
二

○
○
七
年
半
ば
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
デ
ン
マ
ー
ク
、
チ
ェ

コ
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
が
国
民
投
票
の
延
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表1  フランス、オランダの国民投票で欧州憲法条約批准に反対と答えた理由 
フランス 

理　　由 
自国の雇用、企業移転、失業への悪影響 
自国の経済状況の弱さ、失業の多さ 
欧州憲法は経済的な点で自由すぎる 
政府や特定政党への不満 
社会的欧州が不十分 
欧州憲法は複雑すぎる 
トルコのEU加盟に反対 
国家主権の喪失 
情報不足 
出所：欧州委員会ホームページ 

％ 
31 
26 
19 
18 
16 
12 
6 
5 
5

オランダ 
理　　由 

情報不足 
国家主権の喪失 
政府や特定政党への不満 
欧州は費用がかかる 
欧州、欧州憲法、欧州統合に反対 
自国の雇用、企業移転、失業への悪影響 
欧州憲法の内容に良い点がない 
欧州憲法は早く進みすぎる 
専門的、法律的で規制が多すぎる 
さらなるEU拡大に反対 
欧州憲法は複雑すぎる 
欧州憲法は十分民主的でない 
欧州憲法は経済的な面で自由すぎる 
自国の経済状況の弱さ、失業の多さ 
欧州の政治統合、欧州連邦政府、欧州合衆国を望まない 
欧州は急速に進展しすぎる 
欧州憲法の普及広報活動が十分でなかった 
欧州憲法は我々を欺いている 

％ 
32 
19 
14 
13 
8 
7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5

期
を
表
明
し
た
。 

 
注
＝
欧
州
理
事
会
（European C

ouncil

）
は
、

加
盟
国
首
脳
に
よ
る
Ｅ
Ｕ
の
最
高
政
策
方
針
決
定
機

関
で
、
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
ま
た
は
Ｅ
Ｕ
サ
ミ
ッ
ト
と
も

呼
ば
れ
る
。
年
四
回
（
前
半
二
回
、
後
半
二
回
）
開

催
さ
れ
、
六
カ
月
任
期
の
輪
番
制
で
議
長
国
が
議
長

を
務
め
る
。 

   

欧
州
憲
法
条
約
否
決

に
対
す
る 

　
Ｅ
Ｕ
機
関
、Ｅ
Ｕ
労
使
団
体
の
反
応 

　
フ
ォ
ン
テ
ジ
ェ
ス
欧
州
議
会
議
長
と
バ
ロ

ー
ゾ
欧
州
委
員
会
委
員
長
は
、
五
月
二
九
日

の
フ
ラ
ン
ス
の
欧
州
憲
法
条
約
批
准
否
決
を

受
け
て
、
「
欧
州
の
建
設
は
、
必
然
的
に
複

雑
な
作
業
で
あ
る
」
「
今
日
欧
州
は
存
続
し

て
お
り
、
諸
機
関
も
完
全
に
機
能
し
て
い
る
。

我
々
は
困
難
に
つ
い
て
認
識
し
て
は
い
る
が
、

Ｅ
Ｕ
を
前
進
さ
せ
て
い
く
た
め
の
手
段
を
再

び
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
て
い
る
」

と
の
共
同
声
明
を
発
表
し
た
。
ま
た
、
六
月

一
日
の
オ
ラ
ン
ダ
の
批
准
否
決
後
に
は
、「
我
々

は
、
依
然
と
し
て
欧
州
憲
法
条
約
が
Ｅ
Ｕ
を

よ
り
民
主
的
で
効
率
的
か
つ
強
力
な
も
の
と

す
る
と
信
じ
て
お
り
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に

憲
法
条
約
に
関
す
る
意
思
を
表
明
す
る
機
会

が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
欧
州

の
諸
機
関
は
欧
州
市
民
の
関
心
事
に
耳
を
傾

け
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
く
」
と
表
明
し
た
。 

　
欧
州
労
連
（
Ｅ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）
は
、
「
決
定
は
、

Ｅ
Ｕ
の
拒
絶
だ
け
で
な
く
、
新
自
由
主
義
へ

の
拒
否
反
応
を
示
し
て
い
る
」
「
社
会
的
欧

州
を
無
視
す
る
加
盟
国
に
よ
っ
て
新
自
由
主

義
と
関
係
の
な
い
憲
法
条
約
が
犠
牲
と
な
っ

た
」
と
主
張
し
た
。
欧
州
理
事
会
に
対
し
て

は
、
「
欧
州
の
政
策
に
お
い
て
社
会
的
側
面

に
配
慮
し
、
そ
の
問
題
に
関
す
る
労
使
協
議

を
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
再
び
欧
州
市

民
の
信
頼
を
得
る
よ
う
」
促
し
て
い
る
。 
 

欧
州
産
業
経
営
者
連
盟
（
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
）

は
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
に
お
け
る
否

決
は
、
Ｅ
Ｕ
を
市
民
に
近
づ
け
る
努
力
が
足

り
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
強
調

し
、
「
現
在
の
困
難
が
欧
州
統
合
を
妨
げ
、

企
業
に
と
っ
て
よ
り
困
難
な
状
況
を
作
り
出

す
こ
と
は
、
な
ん
と
し
て
も
避
け
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
表
明
し
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
投
票
の

後
に
は
、
ス
ト
ロ
ー
ブ
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
会
長
が
、

「
欧
州
市
民
の
不
満
の
一
つ
の
理
由
は
、
時

代
遅
れ
の
政
策
に
よ
る
脆
弱
な
経
済
実
績
で

あ
る
。
我
々
は
、
欧
州
議
会
、
欧
州
委
員
会

お
よ
び
加
盟
国
に
対
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し

た
世
界
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
の
経
済
を
成
功
に
導

く
よ
う
促
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
述
べ
た
。 

 

六
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事
会

で
は
、
憲
法
条
約
の
批

准
手
続
き
に
関
す
る
討

議
が
行
わ
れ
、
①
憲
法

条
約
条
文
の
修
正
は
行

わ
な
い
②
加
盟
国
の
批

准
手
続
き
の
期
限
を
二

○
○
七
年
半
ば
ま
で
延

期
す
る
③
オ
ー
ス
ト
リ

ア
が
議
長
国
を
務
め
る

二
○
○
六
年
前
半
に
加

盟
国
の
議
論
の
動
向
や

批
准
手
続
き
の
進
め
方

に
つ
い
て
検
討
を
行
う

―
―
こ
と
で
合
意
し
た
。

議
長
国
ル
ク
セ
ン
ブ
ル

グ
の
ユ
ン
ケ
ル
首
相
は
、

「
批
准
手
続
き
は
継
続

さ
れ
る
」
「
欧
州
理
事

会
は
、
憲
法
条
約
批
准
の
国
民
投
票
を
延
期

せ
ざ
る
を
得
な
い
加
盟
国
は
、
議
会
承
認
に

よ
り
批
准
手
続
き
を
行
う
加
盟
国
よ
り
も
、

反
省
、
説
明
、
討
議
の
た
め
の
よ
り
長
い
集

中
的
期
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に

理
解
す
る
」
と
の
声
明
を
発
表
し
た
。 

 

七
月
か
ら
Ｅ
Ｕ
議
長
国
を
務
め
る
イ
ギ
リ

ス
の
ブ
レ
ア
首
相
は
、
六
月
二
三
日
の
欧
州

議
会
に
お
け
る
演
説
で
、
「
フ
ラ
ン
ス
と
オ

ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
は
、
憲
法
条
約
が
欧

州
の
国
内
問
題
に
関
し
て
広
く
深
い
不
満
を

抱
く
人
々
が
抗
議
す
る
た
め
の
乗
り
物
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
」
と
述
べ
、
「
今
は
、
我
々

が
現
実
を
見
据
え
る
時
で
あ
る
。
人
々
が
我
々

の
政
治
的
指
導
力
を
問
題
で
は
な
く
、
解
決

の
一
部
と
見
な
し
て
く
れ
る
よ
う
、
人
々
の

声
に
耳
を
傾
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主

張
し
た
。
ま
た
、
七
月
一
日
の
バ
ロ
ー
ゾ
欧

州
委
員
会
委
員
長
と
の
共
同
記
者
会
見
で
ブ

レ
ア
首
相
は
、
今
秋
に
欧
州
の
将
来
に
つ
い

て
議
論
す
る
た
め
の
非
公
式
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議

を
開
催
す
る
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
。
同
会

議
で
は
、
「
二
一
世
紀
の
欧
州
を
取
り
巻
く

環
境
の
変
化
に
対
応
し
た
欧
州
社
会
モ
デ
ル

の
持
続
可
能
性
と
挑
戦
」
に
つ
い
て
討
論
を

行
う
と
し
て
い
る
。 

   

否
決

の
背
景
に
雇
用
へ
の
悪
影
響
、 

　
主
権
喪
失
の
恐
れ 

　
欧
州
憲
法
条
約
制
定
の
目
的
は
、
統
合
の

進
展
、
東
欧
へ
の
拡
大
に
よ
り
、
肥
大
化
、

複
雑
化
し
た
Ｅ
Ｕ
の
組
織
・
制
度
・
法
体
系

を
簡
素
化
・
効
率
化
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

憲
法
条
約
が
発
効
し
な
く
と
も
、
Ｅ
Ｕ
の
運

営
は
、
憲
法
条
約
の
基
礎
と
な
っ
た
ニ
ー
ス

条
約
（
二
○
○
三
年
発
効
）
に
基
づ
き
、
当

面
は
支
障
な
く
行
わ
れ
る
。 

　
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
憲
法
条

約
が
否
決
さ
れ
た
背
景
に
は
、
さ
ら
な
る
国

家
主
権
喪
失
へ
の
恐
怖
、
無
制
限
な
門
戸
開

放
へ
の
恐
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
へ
の
反
発
な

ど
の
理
由
が
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
（
ツ

ェ
プ
タ
ー
駐
日
欧
州
委
員
会
代
表
部
大
使
、

六
月
一
一
日
付
朝
日
新
聞
）。
欧
州
委
員
会

が
発
表
し
た
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民

投
票
後
の
世
論
調
査
結
果（
表
１
）に
よ
る
と
、

フ
ラ
ン
ス
の
否
決
理
由
は
、
「
雇
用
へ
の
悪

影
響
に
対
す
る
恐
れ
」（
三
一
％
）、「
現
在
の

経
済
や
労
働
市
場
の
状
況
」（
二
六
％
）、「
憲

法
条
約
が
自
由
主
義
に
傾
斜
し
す
ぎ
て
い
る 
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表3  EU予算の分野別割当（2005年） 
金額（百万ユーロ） 分　野 構成比（％） 

農業 

構造政策 

域内政策 

域外活動 

行政運営費用 

リザーブ 

加盟前戦略 

補償 

合計 
出所：欧州委員会ホームページ 

49,676 

42,423 

9,052 

5,219 

6,351 

446 

2,081 

1,305 

116,554

42.6 

36.4 

7.8 

4.5 

5.4 

0.4 

1.8 

1.1 

100.0

表2  EU拡大の歴史 

ECSC発足 
第1次拡大 
第2次拡大 
第3次拡大 
第4次拡大 
第5次拡大 
第6次拡大 
加盟候補国 

フランス、ドイツ連邦共和国、イタリア、ベルギー、オランダ、ルクセンブルグ 
イギリス、アイルランド、デンマーク 
ギリシャ 
スペイン、ポルトガル 
オーストリア、フィンランド、スウェーデン 
キプロス、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラトヴィア、リトアニア、マルタ、ポーランド、スロヴァキア、スロヴェニア 
ブルガリア、ルーマニア（予定） 
トルコ、クロアチア 

年 
1951 
1973 
1981 
1986 
1995 
2004 
2007

加　　盟　　国 加盟国数 
6 
9 
10 
12 
15 
25 
27

○ＣEU

と
の
印
象
」（
一
九
％
）、「
政
府
や
特
定
政
党

へ
の
不
満
」（
一
八
％
）、「
社
会
的
側
面
へ
の

配
慮
が
十
分
で
な
い
」（
一
六
％
）
な
ど
が
上

位
を
占
め
た
。
オ
ラ
ン
ダ
の
否
決
理
由
で
は
、

「
憲
法
条
約
に
関
す
る
情
報
の
不
足
」（
三
二

％
）、「
主
権
喪
失
へ
の
恐
れ
」（
一
九
％
）、

「
政
府
や

特
定
政
党

へ
の
不
満
」

（
一
四
％
）、

「
欧
州
は

費
用
が
か

か
り
す
ぎ

る
」
な
ど

が
上
位
に

挙
げ
ら
れ

た
。
そ
れ

ら
の
背
景

に
つ
い
て
、

Ｅ
Ｕ
を
取

り
巻
く
状

況
を
紹
介

す
る
。 

Ｅ
Ｕ
拡
大 

 

Ｅ
Ｕ
は

、

一
九
五
一

年
の
ベ
ル

ギ
ー
、
ド

イ
ツ
連
邦

共
和
国
、

フ
ラ
ン
ス
、

イ
タ
リ
ア
、

ル
ク
セ
ン

ブ
ル
グ
、

オ
ラ
ン
ダ

の
六
カ
国

に
よ
る
欧

州
石
炭
鉄

鋼
共
同
体
（
Ｅ
Ｃ
Ｓ
Ｃ
）
の
設
立
以
来
、
順

次
加
盟
国
を
増
や
し
て
き
た（
表
２
）。
Ｅ
Ｕ
に

新
規
加
盟
す
る
た
め
に
は
、
一
九
九
三
年
の

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
欧
州
理
事
会
で
定
め
ら
れ

た
、
①
民
主
主
義
、
法
の
支
配
、
人
権
お
よ

び
少
数
民
族
の
尊
重
と
保
護
②
Ｅ
Ｕ
域
内
で

の
競
争
力
と
市
場
力
に
対
応
す
る
だ
け
の
能

力
③
政
治
目
標
、
経
済
通
貨
同
盟
を
含
む
加

盟
国
と
し
て
の
義
務
の
履
行
―
―
な
ど
の
基

準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
。 

　
二
○
○
四
年
五
月
一
日
、
Ｅ
Ｕ
は
新
規
加

盟
一
○
カ
国
（
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
エ
ス

ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
ラ
ト
ヴ
ィ
ア
、
リ

ト
ア
ニ
ア
、
マ
ル
タ
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
ス
ロ

ヴ
ァ
キ
ア
、
ス
ロ
ヴ
ェ
ニ
ア
）
を
迎
え
、
二

五
カ
国
に
拡
大
し
た
。
二
○
○
七
年
に
は
、

ブ
ル
ガ
リ
ア
と
ル
ー
マ
ニ
ア
の
加
盟
が
予
定

さ
れ
て
お
り
、
実
現
に
向
け
た
交
渉
が
進
め

ら
れ
て
い
る
。
ト
ル
コ
に
つ
い
て
は
、
一
九

九
九
年
に
加
盟
候
補
国
に
決
定
し
、
二
○
○

四
年
一
二
月
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
、
二

○
○
五
年
一
○
月
三
日
か
ら
加
盟
交
渉
を
開

始
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
ま
た
、
ク
ロ
ア

チ
ア
が
、
二
○
○
四
年
六
月
一
八
日
、
加
盟

候
補
国
に
決
定
し
て
い
る
。 

　
ト
ル
コ
は
、
一
九
八
七
年
に
加
盟
申
請
を

行
っ
て
以
来
、
ず
っ
と
加
盟
基
準
を
満
た
し

て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
背
景

に
は
、
キ
プ
ロ
ス
の
一
部
を
占
領
し
樹
立
し

た
キ
プ
ロ
ス
・
ト
ル
コ
共
和
国
の
問
題
、
水

準
の
低
い
司
法
・
人
権
保
護
制
度
、
脆
弱
な

経
済
力
、
宗
教
の
違
い
に
基
づ
く
生
活
習
慣

や
考
え
方
の
相
違
、
地
理
的
に
欧
州
で
な
く

中
近
東
に
属
し
て
い
る
こ
と
―
―
な
ど
の
要

因
が
あ
っ
た
。
従
来
加
盟
交
渉
を
行
っ
た
国

は
す
べ
て
が
加
盟
を
果
た
し
て
い
る
が
、
初

の
イ
ス
ラ
ム
教
国
の
加
盟
や
安
い
労
働
力
の

流
入
へ
の
恐
れ
な
ど
か
ら
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
間

に
は
ト
ル
コ
の
加
盟
に
対
す
る
強
い
懸
念
が

存
在
す
る
。
欧
州
委
員
会
は
、
二
○
○
五
年

六
月
二
九
日
、
ト
ル
コ
と
の
加
盟
交
渉
の
原

則
や
手
続
き
を
示
し
た
厳
格
な
交
渉
枠
組
み

を
発
表
し
た
。
ま
た
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
加
盟

候
補
国
の
間
で
、
相
互
理
解
を
促
進
し
、
Ｅ

Ｕ
市
民
の
心
配
に
応
え
、
Ｅ
Ｕ
拡
大
に
関
す

る
討
議
を
推
進
す
る
た
め
の
市
民
社
会
対
話

を
実
施
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
欧
州
委
員

会
の
レ
ー
ン
Ｅ
Ｕ
拡
大
担
当
委
員
は
、
「
ト

ル
コ
の
加
盟
交
渉
は
、
長
く
厳
し
い
道
の
り

と
な
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
、
Ｅ
Ｕ
市
民
の
懸

念
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ

た
。 

 

人
の
移
動
の
自
由 

　
Ｅ
Ｕ
は
、
単
一
市
場
の
理
念
に
基
づ
き
、

域
内
で
の
人
、
物
、
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
の
移

動
の
自
由
化
を
進
め
て
い
る
。 

 

人
の
移
動
の
自
由
に
関
し
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
の
国
民
は
す
べ
て
自
動
的
に
Ｅ
Ｕ
市
民

と
な
り
、
す
べ
て
の
加
盟
国
の
領
域
内
で
自

由
に
旅
行
し
、
滞
在
し
、
居
住
す
る
権
利
を

有
す
る
。
こ
の
権
利
に
は
、
職
業
資
格
の
相

互
認
証
、
市
民
権
、
労
働
者
の
自
由
な
移
動
、

社
会
保
障
制
度
の
協
調
が
含
ま
れ
る
。 

 

労
働
者
の
自
由
な
移
動
に
関
し
て
は
、
経

済
力
に
劣
る
新
規
加
盟
国
の
労
働
者
が
旧
加

盟
国
の
労
働
者
の
職
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と

が
懸
念
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
二
○
○
四
年

五
月
の
Ｅ
Ｕ
拡
大
後
、
雇
用
者
と
し
て
働
く

こ
と
を
目
的
と
し
た
新
規
加
盟
国
（
マ
ル
タ
、

キ
プ
ロ
ス
を
除
く
八
カ
国
）
か
ら
旧
加
盟
国

（
一
五
カ
国
）
へ
の
移
動
を
、
最
長
七
年
間

制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
（
イ

ギ
リ
ス
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

は
制
限
措
置
を
採
用
し
て
い
な
い
）。 

 

最
初
の
二
年
間
、
旧
加
盟
国
は
自
国
の
法

律
や
政
策
に
基
づ
い
て
制
限
措
置
を
実
施
で

き
る
。
二
年
経
過
後
、
旧
加
盟
国
は
、
所
要

の
手
続
き
を
経
た
上
で
、
こ
の
制
限
措
置
を

さ
ら
に
三
年
間
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

制
限
措
置
は
基
本
的
に
五
年
間
を
限
度
と
し

て
い
る
が
、
労
働
市
場
に
深
刻
な
混
乱
が
生

じ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
さ
ら
に
二
年
間
の

延
長
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
民
は
、
職
業
ま
た
は
職
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表4  EU予算の加盟国分担割当（2005年） 

予算割当額 
（百万ユーロ） 加盟国 構成比（％） 

ドイツ 
フランス 
イタリア 
イギリス 
スペイン 
オランダ 
ベルギー 
スウェーデン 
オーストリア 
デンマーク 
ポーランド 
ギリシャ 
フィンランド 
ポルトガル 
アイルランド 
ハンガリー 
チェコ 
スロヴァキア 
スロヴェニア 
ルクセンブルグ 
リトアニア 
キプロス 
ラトビア 
エストニア 
マルタ 
合計 
注：イギリスへのリベートの割当額は、各加盟国の予算割当額に含まれる。 
出所：欧州委員会ホームページ、欧州統計局（EUROSTAT）ホームページ 

22,218 
17,303 
14,359 
13,740 
8,957 
5,553 
4,035 
2,833 
2,308 
2,131 
2,099 
1,883 
1,545 
1,443 
1,341 
1,003 
932 
393 
300 
241 
222 
145 
115 
101 
57 

105,259

21.11 
16.44 
13.64 
13.05 
8.51 
5.28 
3.83 
2.69 
2.19 
2.02 
1.99 
1.79 
1.47 
1.37 
1.27 
0.95 
0.89 
0.37 
0.29 
0.23 
0.21 
0.14 
0.11 
0.10 
0.05 

100.00

イギリスへの 
リベートの割当額 
（百万ユーロ） 

327 
1,417 
1,174 
-5,115 
707 
69 
249 
42 
35 
170 
164 
149 
130 
116 
106 
70 
70 
29 
23 
20 
16 
11 
9 
7 
4

人口（2005年 
1月1日現在推計） 
（百万人） 

82.6 
60.2 
58.2 
59.9 
42.9 
16.3 
10.4 
9.0 
8.1 
5.4 
38.1 
11.1 
5.2 
10.5 
4.1 
10.1 
10.2 
5.4 
2.0 
0.5 
3.4 
0.7 
2.3 
1.3 
0.4 

458.5

1人当たりGDP（2004年） 
（EU25カ国平均を 
100とした場合の指数） 

109 
111 
105 
119 
98 
120 
119 
116 
122 
122 
47 
82 
115 
73 
139 
61 
72 
52 
78 
223 
48 
82 
43 
50 
72

表5  EU予算の国別収支（2003年） 

純受取割合 
（対国民総所得 
（GNI）比）（％） 

加盟国 純受取額 
（百万ユーロ） 

オランダ 
ドイツ 
スウェーデン 
ベルギー 
ルクセンブルグ 
イギリス 
オーストリア 
フランス 
デンマーク 
イタリア 
フィンランド 
スペイン 
アイルランド 
ギリシャ 
ポルトガル 
注：純受取割合＝受取GNI比－拠出GNI比 
出所：欧州委員会ホームページ 

-0.43 
-0.36 
-0.36 
-0.28 
-0.28 
-0.16 
-0.15 
-0.12 
-0.11 
-0.06 
-0.01 
1.21 
1.40 
2.22 
2.66

-1,956.1 
-7,651.8 
-950.4 
-775.1 
-56.2 

-2,763.3 
-336.2 
-1,910.9 
-213.7 
-793.6 
-20.7 

8,733.2 
1,564.6 
3,368.2 
3,482.0

1人当たり 
純受取額 
（ユーロ） 

-120.6 
-92.7 
-106.1 
-74.7 
-125.1 
-46.5 
-41.6 
-32.0 
-39.6 
-13.8 
-4.0 
213.9 
391.7 
305.3 
333.4

探
し
の
た
め
に
、
他
の
加
盟
国
に
入
り
、
ま

た
そ
こ
で
生
活
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
労
働
者
本
人
に
限
ら
ず
そ
の
家
族
も
労

働
者
と
と
も
に
自
由
に
移
動
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
雇
用
、
労
働
条
件
、
そ
の
他

労
働
者
の
社
会
統
合
を
促
進
す
る
利
益
に
関

し
て
均
等
待
遇
を
受
け
る
権
利
が
保
証
さ
れ

て
い
る
。 

 

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
で
欧
州
憲
法
条
約

が
否
決
さ
れ
た
要
因
に
は
、
こ
う
し
た
人
の

移
動
の
自
由
化
を
背
景
と
し
た
、
イ
ス
ラ
ム

教
国
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
、
労
働
者
の
職
を

奪
う
東
欧
移
民
の
増
大
な
ど
の
事
態
へ
の
恐

れ
が
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

 

Ｅ
Ｕ
予
算
の
不
均
衡 

　
Ｅ
Ｕ
の
諸
機
関
が
執
行
す
る
予
算
は
、
二

○
○
五
年
（
暦
年
）
で
一
一
六
六
億
ユ
ー
ロ

（
表
３
）と
な
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
Ｇ
Ｎ
Ｐ
の
一
・

二
七
％
の
上
限
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
財
源

は
、
①
賦
課
金
（
農
業
課
徴
金
、
砂
糖
課
徴

金
）
②
共
通
関
税
（
域
外
か
ら
の
輸
入
物
品

に
賦
課
）
③
付
加
価
値
税
（
加
盟
国
の
付
加

価
値
税
ベ
ー
ス
の
約
一
％
）
④
加
盟
国
の
分

担
金
（
国
民
総
所
得
比
に
基
づ
く
）
―
―
の

四
つ
で
あ
る
。 

 

二
〇
〇
五
年
の
Ｅ
Ｕ
の
収
入
予
算
の
加
盟

国
分
担
割
合
は
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

タ
リ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
オ
ラ
ン

ダ
が
上
位
を
占
め
、
こ
の
六
カ
国
だ
け
で
全

体
の
八
割
弱
を
負
担
し
て
い
る（
表
４
）。
同
年

の
支
出
予
算
は
、
農
業
が
四
二
・
六
％
を
占

め
、
そ
の
ほ
か
構
造
政
策（
地
域
政
策
）、

域
内
政
策
、
域
外
活
動
な
ど
の
分
野
に

割
当
ら
れ
て
い
る（
表
３
）。 

 

二
〇
〇
三
年
予
算
の
加
盟
国
の
対
国

民
総
所
得
（
Ｇ
Ｎ
Ｉ
）
比
の
純
受
取
割

合
（
受
取
Ｇ
Ｎ
Ｉ
比
マ
イ
ナ
ス
拠
出
Ｇ

Ｎ
Ｉ
比
）
は
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
、

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
ベ
ル
ギ
ー
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
グ
な
ど
の
受
取
割
合
が
拠
出
割

合
を
大
き
く
下
回
っ
て
い
る（
表
５
）。
一

人
当
た
り
純
受
取
額
に
関
し
て
も
、
ル

ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
オ

ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
、
ド
イ
ツ
、
ベ

ル
ギ
ー
な
ど
は
、
大

幅
な
マ
イ
ナ
ス
と
な

っ
て
い
る（
表
５
）。 

 

オ
ラ
ン
ダ
の
欧
州

憲
法
条
約
批
准
の
国

民
投
票
に
お
い
て
は
、

「
Ｅ
Ｕ
へ
の
分
担
金

の
払
い
す
ぎ
」
が
否

決
理
由
の
上
位
に
挙

げ
ら
れ
た
。
ま
た
、

Ｅ
Ｕ
は
、
一
九
八
四

年
か
ら
農
業
補
助
金

の
受
取
額
が
少
な
い

イ
ギ
リ
ス
に
配
慮
し
、

イ
ギ
リ
ス
だ
け
に
予

算
の
払
戻
金
（
リ
ベ
ー
ト
）
制
度
を
実
施
し

て
き
た
（
ネ
ッ
ト
分
担
金
負
担
額
の
六
六
％

の
払
い
戻
し
）。
二
○
○
五
年
予
算
で
も
、

加
盟
国
の
拠
出
に
基
づ
く
五
一
億
ユ
ー
ロ
の

リ
ベ
ー
ト
が
認
め
ら
れ
て
い
る（
表
４
）。
Ｅ
Ｕ

の
農
業
予
算
の
規
模
や
加
盟
国
の
状
況
は
、

制
度
導
入
時
と
は
か
な
り
変
わ
っ
て
き
て
お

り
、
現
在
進
め
ら
れ
て
い
る
次
期
財
政
計
画

（
二
○
○
八
〜
二
○
一
三
年
）
の
策
定
に
お

い
て
、
こ
の
リ
ベ
ー
ト
制
度
の
扱
い
が
大
き

な
問
題
と
な
っ
た
。
六
月
一
六
日
、
一
七
日

の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
は
、
リ
ベ
ー
ト
を

一
定
額
に
抑
え
る
こ
と
を
主
張
す
る
仏
独
や

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
な
ど
と
、
農
業
予
算
が
Ｅ

Ｕ
予
算
の
四
割
を
占
め
る
現
状
を
批
判
し
リ

ベ
ー
ト
制
度
の
変
更
に
反
対
す
る
イ
ギ
リ
ス

が
激
し
く
対
立
し
、
次
期
財
政
計
画
の
策
定

交
渉
は
決
裂
し
た
。 

（
国
際
研
究
部
　
大
島
秀
之
） 
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参考：外務省ホームページ、駐日欧州委員会代表部『europe2005年春号』 

表6  欧州憲法条約の概要 
前  文 

第1部 

第2部 

第3部 

第4部 

EUに法人格を付与（国内法人格および国際法人格） 

「欧州共同体（EC)」（第1の柱）、「共通外交・安全保障政策」（第2の柱）、「司法・内務協力」（第3の柱）の「三本柱」構造を廃止し、EUに一本化 

EUと加盟国との権限関係を、EUのみが法的拘束力を有する措置を採択することができる「排他的権限」、EUと加盟国が共に法的拘束力を有する 

措置を採択することができる「共有権限」および基本的に加盟国の「権限」であるがEUも一定範囲で行動できる場合の3つに整理 

欧州理事会（EU首脳会議）をEUの主要機関として法的に位置づけ、常任の欧州理事会議長ポストを新設（任期2年半） 

特定多数決の議決要件を加盟国数の55％以上およびEU人口の65％以上（最低15カ国）に変更 

欧州委員会委員の定員を2014年から、加盟国の3分の2に削減（それまでは1国1名体制） 

共通外交・安全保障政策上級代表と欧州委員会の対外関係欧州委員の2つのポストを統合し、EU外務大臣ポストを新設 

欧州議会の立法機関としての権限を明確化 

EU市民に、欧州委員会に対する法案提出要求権を付与 

憲法条約調印にあたっての加盟国の共通認識（EUの歴史と遺産、統合の理念、多様性の中の統合等） 

EUの定義と目標、基本権とEU市民権、権限とその行使、EUの機関、民主的運営、EUの財政、近隣諸国、加盟、脱退 

EU基本憲章（人間の尊厳、自由、平等、団結、市民権、裁判に関する権利、一般規定） 

EUの政策と運営（一般適用規定、差別禁止と市民権、域内政策と活動、諸外国・地域との連携、域外活動、EUの機能、一般規定） 

最終規定（施行、改正手続、現行条約の廃止等） 

内
　
容 

主
な
特
徴 

出所：欧州委員会ホームページ（2005年7月11日現在） 

表7  各国におけるEU憲法批准手続き 
加盟国 

オーストリア 

ドイツ 

ギリシャ 

ハンガリー 

イタリア 

ラトビア 

リトアニア 

スロヴァキア 

スロヴェニア 

スペイン 

 

キプロス 

マルタ 

フランス 

オランダ 

 

ベルギー 

 

チェコ共和国 

デンマーク 

エストニア 

フィンランド 

 

アイルランド 

 

ルクセンブルグ 

 

ポーランド 

ポルトガル 

 

スウェーデン 

 

イギリス 

批准手続 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

国民投票 

議会採決 

議会採決 

議会採決 

国民投票 

国民投票 

議会採決 

議会採決 

 

国民投票 

国民投票 

議会採決 

議会承認 

 

国民投票 

議会採決 

議会採決 

国民投票 

国民投票 

国民投票 

 

議会採決 

 

議会採決 

国民投票 

国民議会2005年5月11日批准承認、連邦議会2005年5月25日批准承認 

連邦参議院2005年5月12日批准承認、連邦議会2005年5月27日批准承認 

議会2005年4月19日に批准承認 

議会2004年12月20日に批准承認 

下院2005年1月25日に批准承認、上院2005年4月6日に批准承認 

議会2005年6月2日に批准承認 

議会2004年11月11日に批准承認 

議会2005年5月11日に批准承認 

議会2005年2月1日に批准承認 

国民投票2005年2月20日実施（賛成76.7％、投票率42.3％） 

下院2005年4月28日に批准承認、上院2005年5月18日に批准承認 

議会2005年6月30日に批准承認 

議会2005年7月6日に批准承認 

国民投票2005年5月29日実施（反対54.8％、投票率70％） 

国民投票2005年6月1日実施（反対61.7％、投票率63％） 

 

上院2005年4月28日批准承認、下院2005年5月19日批准承認 

地方自治体の総会での採決を順次予定 

国民投票の実施を2006年末から2007年初めに延期 

2005年9月27日の国民投票を延期 

2005年秋の議会採決、その前の公聴会を予定。 

2005年秋に批准提案を議会に提出し、2005年末から2006年初めの採決 

を予定していた日程の延期を検討中 

国民投票の実施を延期 

 

2005年6月28日の第1回議会採決で批准承認、議会の第2回採決を今後予定 

国民投票2005年7月10日実施（賛成56.5％、反対43.5％） 

2005年10月9日の大統領選と同時に実施予定の国民投票を延期 

2005年10月の地方選挙と同時に国民投票の実施を予定。 

政府は国民投票の延期を検討中 

2005年夏までに批准法案を議会に提出し、12月までの批准承認を予定。 

議会は日程の延期を表明 

批准承認手続きの凍結をを6月6日に表明 

批准日程・結果 

批
准
承
認
済 

今
後
批
准
手
続
を
予
定 

否
　
決 

欧
州
憲
法
条
約
―
批
准
の
プ
ロ
セ
ス 

 

二
○
○
四
年
五
月
、
Ｅ
Ｕ
は
、

新
規
加
盟
一
○
カ
国
を
迎
え
入
れ
、

二
五
カ
国
に
拡
大
し
た
。
こ
れ
に

先
立
ち
、
拡
大
Ｅ
Ｕ
が
機
能
不
全

に
陥
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
た
め
、

二
○
○
二
年
二
月
に
各
層
の
代
表

者
約
一
○
○
名
で
構
成
さ
れ
る
「
欧
州
の
将

来
に
関
す
る
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン（
協
議
会
）」

が
設
置
さ
れ
た
。
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
は
、
Ｅ

Ｕ
の
機
構
改
革
を
含
む
将
来
像
に
つ
い
て
幅

広
い
議
論
を
行
い
、
欧
州
憲
法
条
約
草
案
を

二
○
○
三
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
に
提
出
し

た
。
草
案
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
政
府
の
代
表
か

ら
な
る
政
府
間
会
議
で
検
討
さ
れ
、
二
○
○

四
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
に
お
い
て
「
欧
州

の
た
め
の
憲
法
を
制
定
す
る
条
約
」（欧
州
憲

法
条
約
）（
表
６
）が
採
択
さ
れ
た（
二
〇
〇
四

年
一
○
月
二
九
日
に
加
盟
国
が
署
名
）。 

 

欧
州
憲
法
条
約
の
発
効
に
は
加
盟
二
五
カ

国
の
批
准
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
批
准
の
方

法
に
は
、
議
会
採
決
、
国
民
投
票
、
議
会
採

決
と
国
民
投
票
の
三
種
類
が
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、

二
○
○
六
年
一
一
月
一
日
の
発
効
を
目
指
し
、

加
盟
国
の
批
准
手
続
き
を
進
め
て
き
た
。
七
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フ
ラ
ン
ス
 

雇
用
情
勢
悪
化
に
高
ま
る
不
満
と
不
安
 

　
―
新
内
閣
の
優
先
課
題
は
「
雇
用
創
出
」
 

月
一
一
日
現
在
ス
ペ
イ
ン
が
国
民
投
票
と
議

会
採
決
、
ド
イ
ツ
な
ど
一
一
カ
国
が
議
会
採

決
で
批
准
を
終
え
て
い
る（
表
７
）。 

 

フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
で
の

否
決
、
イ
ギ
リ
ス
の
批
准
手
続
き
凍
結
表
明

後
の
六
月
一
六
日
に
開
催
さ
れ
た
欧
州
理
事

会
は
、
憲
法
条
約
批
准
手
続
き
の
期
限
を
二

○
○
七
年
半
ば
ま
で
延
期
す
る
こ
と
を
決
定

し
た
。
こ
の
決
定
を
受
け
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
、

チ
ェ
コ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
国
民
投
票
の
延

期
を
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な

ど
が
議
会
承
認
手
続
き
の
延
期
を
表
明
し
た
。

七
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ

の
国
民
投
票
で
は
、
憲
法
条
約
批
准
を
可
決

し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
島
秀
之
） 

　
二
〇
〇
五
年
五
月
二
九
日
、
欧
州
連
合
（
Ｅ

Ｕ
）
憲
法
の
批
准
の
可
否
を
め
ぐ
る
国
民
投

票
が
実
施
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
。
即
日
開
票
の

結
果
、
反
対
が
五
四
・
八
七
％
、
賛
成
四
五
・

一
三
％
で
、
同
憲
法
批
准
は
否
決
さ
れ
た
。 

 

投
票
率
は
、
六
九
・
七
四
％
で
、
マ
ー
ス

ト
リ
ヒ
ト
条
約
批
准
を
問
う
国
民
投
票
（
一

九
九
二
年
九
月
）
の
投
票
率
と
ほ
ぼ
同
等
。

民
間
の
大
手
世
論
調
査
機
関
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の

出
口
調
査
の
結
果
（
五
月
三
〇
日
付
）
に
よ

る
と
、
都
市
部
、
高
所
得
者
層
、
自
由
業
者

及
び
管
理
職
層
、
右
派
政
党
支
持
者
、
高
齢

者
に
賛
成
派
が
多
く
、
反
対
派
は
、
工
場
労

働
者
、
農
業
従
事
者
、
中
・
低
所
得
者
層
、

左
派
政
党
や
極
右
政
党
・
極
左
政
党
支
持
者

に
多
く
み
ら
れ
た
。 

 

今
回
の
結
果
は
、
ラ
フ
ァ
ラ
ン
政
権
下
の

社
会
政
策
に
対
す
る
国
民
の
不
満
の
高
ま
り

が
導
い
た
結
果
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

背
景
に
は
、
二
〇
〇
五
年
に
入
り
一
〇
％
を

超
え
、
上
昇
傾
向
に
歯
止
め
の
か
か
ら
な
い

失
業
率
や
、
相
次
ぐ
企
業
・
工
場
の
海
外
移

転
、
増
加
す
る
リ
ス
ト
ラ
、
労
働
時
間
の
延

長
（
週
三
五
時
間
労
働
制
の
改
革
）
等
が
存

在
す
る
。
同
憲
法
の
批
准
に
全
力
を
傾
け
て

い
た
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
五
月
三
一
日
、
ド

ミ
ニ
ク
・
ド
ビ
ル
パ
ン
内
相
を
新
首
相
に
任

命
。
新
内
閣
は
、
「
雇
用
創
出
」
を
優
先
課

題
に
掲
げ
、
六
月
二
日
に
ス
タ
ー
ト
を
切
っ

た
。  

   

国
民

が
「
Ｎ
ｏ
ｎ
」
の
答
え
を
出
す
ま
で 

　
現
在
ま
で
の
様
々
な
Ｅ
Ｕ
条
約
の
集
約
と
、

Ｅ
Ｕ
大
統
領
・
外
相
の
新
た
な
設
置
を
盛
り

込
ん
だ
Ｅ
Ｕ
憲
法
案
が
、
紆
余
曲
折
を
経
て
、

加
盟
二
五
カ
国
の
首
脳
会
議
で
承
認
さ
れ
た

の
は
二
〇
〇
四
年
六
月
一
八
日
で
あ
っ
た
。

同
憲
法
発
効
の
た
め
の
次
の
段
階
と
し
て
、

全
加
盟
国
で
の
批
准
（
議
会
ま
た
は
国
民
投

票
に
よ
る
）
が
要
件
。
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、

同
年
七
月
一
四
日
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
記
念
日

の
演
説
で
、
同
憲
法
の
批
准
の
可
否
を
国
民

投
票
で
問
う
意
向
を
表
明
し
た
。
こ
の
時
点

で
は
、
国
民
か
ら
同
憲
法
に
反
対
す
る
声
は

大
き
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。 

　
し
か
し
、
同
年
秋
に
、
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加

盟
問
題
が
再
び
議
論
に
上
っ
た
の
を
機
に
、

国
内
の
状
況
に
変
化
が
現
れ
た
。
ト
ル
コ
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
比
べ
面
積
も
広
く
、
人
口
も
多

い
。
自
国
の
社
会
・
経
済
状
況
が
悪
化
す
る

な
か
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
の
間
に
は
、
文
化
も

宗
教
も
異
な
る
こ
の
大
国
に
対
す
る
警
戒
感

が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
シ
ラ
ク

大
統
領
は
、
当
初
は
二
〇
〇
五
年
末
に
予
定

し
て
い
た
国
民
投
票
の
実
施
時
期
を
早
め
る

意
向
を
示
し
た
。
国
民
の
間
で
広
が
り
始
め

た
ト
ル
コ
へ
の
警
戒
感
が
、
同
憲
法
の
批
准

の
可
否
に
与
え
る
影
響
を
恐
れ
て
の
決
断
で

あ
っ
た
。 

　
そ
の
一
方
で
、
野
党
で
あ
る
社
会
党
内
に

お
け
る
党
員
投
票
で
は
、
賛
成
が
反
対
を
上

回
る
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
社
会
党
内

に
は
、
同
憲
法
の
批
准
に
つ
い
て
、
賛
否
が

大
き
く
分
か
れ
て
い
た
だ
け
に
、
こ
の
結
果

を
受
け
て
政
権
内
に
は
、
安
堵
の
空
気
が
流

れ
た
。 

　
と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
五
年
に
入
る
と
、
国

民
の
現
政
権
に
対
す
る
不
満
が
さ
ら
に
高
ま

り
を
み
せ
る
。
同
年
一
月
に
は
、
郵
便
制
度

改
革
に
反
対
す
る
郵
便
局
員
や
人
員
削
減
に

反
対
す
る
国
鉄
や
公
立
学
校
職
員
、
医
療
関

係
者
な
ど
、
公
務
員
の
ス
ト
ラ
イ
キ
や
デ
モ

が
頻
発
。
二
月
五
日
に
は
、
民
間
企
業
で
働

く
従
業
員
も
加
わ
り
、
「
週
三
五
時
間
労
働

制
」
の
改
革
法
案
に
反
対
す
る
全
国
規
模
で

の
抗
議
運
動
が
展
開
さ
れ
、
数
十
万
人
が
デ

モ
に
参
加
し
た
。
そ
の
後
も
、
三
月
一
〇
日

に
、
公
務
員
の
賃
金
の
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
や
、

「
週
三
五
時
間
労
働
制
の
維
持
」
を
要
求
し

て
、
民
間
部
門
と
公
務
員
の
労
働
組
合
が
、

全
国
で
統
一
デ
モ
を
行
い
、
事
前
の
予
想
を

大
き
く
上
回
る
約
六
〇
万
人
（
労
働
組
合
側

の
発
表
で
は
約
一
〇
〇
万
人
）
が
参
加
し
た
。 

　
こ
う
し
た
な
か
、
三
月
一
六
日
、
一
七
日

に
、
パ
リ
ジ
ャ
ン
誌
が
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
に
関

す
る
世
論
調
査
を
実
施
。
結
果
は
、
反
対
が

五
一
％
に
達
し
、
初
め
て
賛
成
を
上
回
っ
た
。

そ
の
後
も
、
各
種
世
論
調
査
で
反
対
が
、
賛

成
を
上
回
る
と
い
う
結
果
が
続
い
た
。
こ
れ

を
受
け
、
野
党
だ
け
で
な
く
、
与
党
内
で
も

批
准
反
対
派
が
復
活
。
党
の
「
批
准
賛
成
」

と
い
う
決
定
に
反
し
て
、
批
准
反
対
運
動
を

繰
り
広
げ
る
な
ど
、
反
対
派
の
勢
い
は
増
す

ば
か
り
で
あ
っ
た
。 

　
政
府
は
、
社
会
的
不
満
を
静
め
る
た
め
、

公
務
員
の
給
与
を
〇
・
八
％
引
き
上
げ
る
こ

と
に
同
意（
三
月
二
九
日
）、
若
者
の
と
の
対

話
集
会
を
大
統
領
自
ら
主
催（
四
月
一
九
日
）

す
る
な
ど
批
准
反
対
派
の
説
得
に
努
め
た
が
、

そ
の
勢
い
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。 

　
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
「
聖
霊
降
臨
祭
の
翌

日
の
月
曜
日
」
と
し
て
祝
日
で
あ
っ
た
五
月

一
六
日
が
、
「
連
帯
の
日
」
と
し
て
無
給
の

労
働
日
に
定
め
ら
れ
る
と（
１
）、
国
民
の
不

満
は
さ
ら
に
増
大
。
当
日
は
、
公
務
員
を
中

心
に
多
く
の
労
働
者
が
出
勤
を
拒
否
し
た
。

多
く
の
自
治
体
で
は
役
所
の
窓
口
は
閉
じ
た

ま
ま
と
な
り
、
各
都
市
の
公
共
交
通
機
関
が

ス
ト
の
影
響
を
受
け
る
な
ど
、
国
内
は
混
乱

に
陥
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
可
否
を
問
う
国

民
投
票
は
、
「
連
帯
の
日
」
の
二
週
間
後
。 
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与
党
内
で
は
、
こ
の
「
連
帯
の
日
」
問
題
が
、

国
民
投
票
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
は
な
い

か
と
い
う
懸
念
が
広
が
っ
て
い
た
。 

 

投
票
直
前
の
五
月
二
六
日
に
は
、
シ
ラ
ク

大
統
領
自
ら
、
一
〇
分
に
も
満
た
な
い
ラ
ジ

オ
・
テ
レ
ビ
表
明
で
、
国
民
に
対
し
て
正
式

に
Ｅ
Ｕ
憲
法
の
批
准
を
呼
び
か
け
た
。
最
新

の
世
論
調
査
の
結
果
が
、
反
対
派
の
更
な
る

増
大
を
示
し
た
た
め
で
あ
る
。
大
統
領
は
、

同
憲
法
が
、
ア
メ
リ
カ
や
日
本
、
中
国
、
イ

ン
ド
と
の
経
済
的
競
争
に
対
す
る
「
欧
州
の

対
応
」
で
あ
り
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
モ
デ

ル
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
。

批
准
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に

「
分
裂
と
疑
念
、
不
安
定
な
時
代
」
を
も
た

ら
す
こ
と
に
な
る
と
訴
え
た
。 

   

「
Ｎ
ｏ
ｎ
」
の
背
景
に
あ
る
も
の 

 

こ
う
し
て
迎
え
た
五
月
二
九
日
、
シ
ラ
ク

大
統
領
の
説
得
の
効
果
も
無
く
、
国
民
の
出

し
た
答
え
は
「
Ｎ
ｏ
ｎ（
反
対
）」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
「
Ｎ
ｏ
ｎ
」
の
背
景
に
は
、

「
Ｅ
Ｕ
憲
法
自
体
へ
の
反
対
」
と
い
う
よ
り

も
、
国
内
の
社
会
・
経
済
状
況
に
対
す
る
フ

ラ
ン
ス
国
民
の
不
安
や
不
満
が
存
在
す
る
と

さ
れ
る
。 

 

世
論
調
査
機
関
の
Ｉ
Ｐ
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の
出
口
調

査
に
よ
る
と
、
反
対
理
由
の
第
一
位
は
、
「
現

在
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
・
社
会
状
況
に
不
満

が
あ
る
か
ら
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
に
も
、

「
政
治
全
般
に
対
し
て
不
満
を
示
し
た
い
か

ら
」
「
シ
ラ
ク
政
権
に
対
す
る
不
満
を
示
す

好
機
で
あ
る
か
ら
」
―
―
等
、
国
内
の
状
況

に
目
を
向
け
た
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

賛
成
派
で
は
、
こ
の
憲
法
が
「
米
国
や
中
国

に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
重
要
性
を
強
化
す

る
か
ら
」
「
二
五
カ
国
も
の
加
盟
国
を
抱
え

て
い
る
Ｅ
Ｕ
の
円
滑
な
機
能
に
不
可
欠
で
あ

る
か
ら
」
―
―
等
、
「
Ｅ
Ｕ
そ
の
も
の
の
あ

り
方
に
ど
う
影
響
す
る
か
」
と
い
う
視
点
に

た
つ
も
の
が
多
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
（
グ

ラ
フ
参
照
）。 

 

で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
反
対
の
票
を

投
じ
た
の
か
。
職
業
別
で
は
、
工
場
労
働
者

（
反
対
・
七
九
％
、
賛
成
・
二
一
％
）
と
農

業
従
事
者
（
反
対
・
七
〇
％
、
賛
成
・
三
〇

％
）
に
多
い
。
ま
た
、
社
会
的
地
位
・
身
分

で
み
る
と
、
失
業
者
（
反
対
・
七
一
％
、
賛

成
・
二
九
％
）
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
Ｅ

Ｕ
拡
大
に
肯
定
的
と
さ
れ
て
い
た
公
務
員
（
反

対
・
六
四
％
、
賛
成
・
三
六
％
）
や
民
間
企

業
の
会
社
員
（
反
対
・
五
六
％
、
賛
成
・
四

四
％
）
ま
で
も
、
今
回
は
反
対
派
に
転
じ
た
。 
 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
近
年
、
衣
料
品
や
自
動

車
産
業
の
み
な
ら
ず
、
情
報
技
術
な
ど
の
最

先
端
分
野
で
も
、
企
業
が
生
産
拠
点
を
海
外

（
主
に
、
東
ヨ
ー
ロ
パ
や
ア
ジ
ア
、
マ
グ
レ

ブ
諸
島
）
へ
移
転
す
る
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

そ
の
理
由
は
、
安
い
人
件
費
と
緩
や
か
な
労

働
法
規
制
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
拡
大
に

よ
る
東
欧
へ
の
投
資
増
加
、
ユ
ー
ロ
高
に
よ

る
国
際
競
争
力
の
低
下
、
そ
し
て
失
業
率
の

上
昇
―
―
と
い
う
最
近
の
経
済
情
勢
を
背
景

に
、
こ
う
し
た
産
業
の
「
空
洞
化
」
が
国
内

の
雇
用
に
及
ぼ
す
影
響
へ
の
懸
念
が
広
が
り

始
め
て
い
た
。
特
に
失
業
率
は
、
二
〇
〇
五

年
に
入
り
、
一
〇
％
を
突
破
。
五
年
ぶ
り
の

二
桁
を
記
録
し
た（
２
）。
さ
ら
に
、
同
年
三

月
に
は
、
「
国
際
競
争
力
の
維
持
・
強
化
」

を
理
由
に
、
労
働
時
間
を
延
長
す
る
「
週
三

五
時
間
労
働
制
」
の
改
革
法
案
が
、
労
組
の

激
し
い
非
難
を
浴
び
な
が
ら
も
可
決
さ
れ
た
。 

 

こ
う
し
た
国
内
の
社
会
・
経
済
状
況
を
背

景
に
実
施
さ
れ
た
今
回
の
国
民
投
票
。
雇
用

不
安
を
高
め
て
い
っ
た
国
民
は
、
Ｅ
Ｕ
憲
法

そ
の
も
の
よ
り
も
、
シ
ラ
ク
・
ラ
フ
ァ
ラ
ン

体
制
下
の
社
会
政
策
に
対
す
る
不
満
を
突
き

つ
け
た
と
言
え
る
。 

   

新
内
閣
発
足

と
雇
用
政
策
の
方
向
性 

 

国
民
の
「
Ｎ
ｏ
ｎ
」
と
い
う
答
え
を
受
け

て
、
シ
ラ
ク
大
統
領
は
、
五
月
三
一
日
、
ラ

フ
ァ
ラ
ン
首
相
を
事
実
上
更
迭
。
ド
ミ
ニ
ク
・

ド
ビ
ル
パ
ン
内
相
を
新
首
相
に
任
命
し
た
。

大
統
領
は
、
同
日
の
テ
レ
ビ
演
説
に
お
い
て
、

批
准
の
否
決
は
「
欧
州
の
理
想
の
拒
否
で
は

な
い
」
と
し
、
「
欧
州
に
お
け
る
我
々
の
地

位
を
つ
な
ぎ
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、

我
々
の
経
済
社
会
モ
デ
ル
を
維
持
し
、
世
界

に
我
々
の
価
値
観
を
も
た
ら
す
こ
と
は
望
め

な
い
」
と
強
調
。
Ｅ
Ｕ
と
の
強
い
関
係
を
復

活
さ
せ
る
決
心
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、

高
失
業
率
な
ど
社
会
経
済
情
勢
の
悪
化
に
対

す
る
国
民
の
「
不
満
と
不
安
」
が
政
府
批
判

を
生
み
、
「
批
准
否
決
」
と
い
う
結
果
を
招

い
た
と
の
認
識
を
表
明
。
ド
ビ
ル
パ
ン
新
政

権
に
お
け
る
優
先
事
項
と
し
て
、
「
失
業
対
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策
」
を
掲
げ
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
全
国
的

な
動
員
を
訴
え
た
。 

　
こ
れ
を
受
け
て
、
ド
ビ
ル
パ
ン
新
首
相
は
、

六
月
八
日
の
一
般
施
政
演
説
に
際
し
、
今
後

二
年
間
に
わ
た
る
政
府
の
計
画
を
発
表
し
た
。

絶
対
的
な
優
先
事
項
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
の

は
、「
雇
用
の
た
め
の
闘
い
」。
同
首
相
は
、

「
我
々
の
術
策
の
余
白
全
て
は
、
雇
用
へ
向

け
ら
れ
る
」
と
し
、
二
〇
〇
六
年
の
失
業
対

策
に
、
四
五
億
ユ
ー
ロ
の
追
加
予
算
を
費
や

す
予
定
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ

の
た
め
に
「
所
得
税
の
引
き
下
げ
」
は
、
一

時
的
に
中
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
受
け
入
れ

難
い
水
準
に
達
し
て
い
る
」
失
業
対
策
と
し

て
、
「
雇
用
の
た
め
の
緊
急
計
画
」
を
提
示

し
た
。 

 

同
計
画
で
は
、
①
零
細
企
業
（
従
業
員
数

一
〇
名
未
満
）
に
お
け
る
雇
用
の
創
出
、
②

雇
用
へ
の
復
帰
の
促
進
、
③
若
年
者
及
び
五

〇
歳
以
上
の
者
へ
の
援
助
、
④
困
難
な
状
況

に
あ
る
「
雇
用
の
受
け
皿
」
に
対
す
る
公
的

援
助
サ
ー
ビ
ス
の
創
設
、
⑤
購
買
力
の
活
気

づ
け
―
―
等
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。 

 

特
に
、
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
零
細
企
業

に
お
け
る
雇
用
の
創
出
に
関
す
る
施
策
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
五
年
九
月
一

日
以
降
、
労
働
法
典
を
遵
守
し
つ
つ
、
「
新

雇
用
契
約
」
と
呼
ば
れ
る
新
た
な
タ
イ
プ
の

Ｃ
Ｄ
Ｉ
（
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
）

が
実
施
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
零
細
企
業
に
お

け
る
採
用
促
進
を
目
的
と
し
て
お
り
、
「
使

用
者
に
は
よ
り
多
く
の
柔
軟
性
を
、
労
働
者

に
は
新
た
な
安
心
」
を
両
立
さ
せ
て
保
障
す

る
「
柔
軟
な
雇
用
契
約
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
「
企
業
側
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る

柔
軟
性
＝
従
業
員
の
試
用
期
間
を
二
年
と
す

る
」
と
、
「
労
働
者
の
安
定
性
＝
失
業
給
付

資
格
が
最
初
の
月
か
ら
生
じ
る
」
を
同
時
に

考
慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
他
に

も
、
雇
用
手
続
き
の
簡
素
化
の
た
め
の
「
雇

用
小
切
手
」
の
活
用
、
一
〇
人
目
以
降
の
採

用
に
か
か
る
追
加
的
コ
ス
ト
と
な
る
保
険
料

負
担
の
減
免
が
決
定
し
た
。 

　
ま
た
、
若
年
者
と
五
〇
歳
以
上
の
者
に
対

す
る
援
助
も
興
味
深
い
。
若
年
者
に
つ
い
て

は
、
Ａ
Ｎ
Ｐ
Ｅ
（
職
業
安
定
所
）
が
、
過
去

一
年
以
上
失
業
状
態
に
あ
る
五
七
〇
〇
〇
人

の
若
者
に
対
し
、
個
々
に
適
応
し
た
解
決
策

（
企
業
や
公
共
部
門
に
お
け
る
雇
用
の
斡
旋

等
）
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
五
〇

歳
以
上
の
者
に
つ
い
て
は
、
①
公
務
員
試
験

の
年
齢
制
限
を
引
き
上
げ
る
か
、
あ
る
い
は

撤
廃
す
る
、
②
労
働
収
入
と
年
金
受
給
の
併

給
に
関
す
る
制
限
の
緩
和
、
③
ド
ラ
ラ
ン
ド

拠
出
金（
３
）の
廃
止
の
検
討
―
―
が
決
定
し

た
。 

　
二
〇
〇
五
年
六
月
三
〇
日
に
発
表
さ
れ
た

同
年
五
月
の
失
業
率
は
、
一
〇
・
二
％
。
依

然
と
し
て
国
内
の
雇
用
情
勢
の
厳
し
さ
に
変

化
は
現
れ
て
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
Ｅ
Ｕ
憲

法
批
准
否
決
を
受
け
、
各
方
面
で
「
今
後
の

Ｅ
Ｕ
の
行
方
」
が
議
論
さ
れ
る
な
か
、
フ
ラ

ン
ス
は
ま
ず
、
自
国
の
社
会
・
経
済
状
況
の

建
て
直
し
が
急
務
の
状
況
に
あ
る
。
「
雇
用

創
出
」
を
優
先
課
題
に
掲
げ
、
国
民
の
不
満
・

不
安
の
解
消
と
、
信
頼
回
復
を
目
指
す
新
内

閣
の
行
方
が
注
目
さ
れ
る
。 

 

〔
注
〕 

 

１
　
労
働
者
が
無
給
で
一
日
余
分
に
働
く
こ
と
に

よ
っ
て
年
間
二
〇
億
ユ
ー
ロ
の
増
収
に
な
る
と
見
込

み
、
そ
の
増
収
分
を
高
齢
者
介
護
拡
充
予
算
に
充
て

る
と
い
う
計
画
。
政
府
は
、
年
間
一
三
日
あ
っ
た
祝

祭
日
（
二
〇
〇
四
年
）
の
う
ち
、
「
聖
霊
降
臨
祭
の

翌
日
の
月
曜
日
」
を
、
「
連
帯
の
日
」
と
す
る
こ
と

を
決
定
し
た
。
「
聖
霊
降
臨
の
日
」
は
、
キ
リ
ス
ト

の
復
活
祭
か
ら
七
週
間
後
の
日
曜
日
で
、
年
に
よ
っ

て
日
付
が
か
わ
る
（
移
動
祝
日
）
。
フ
ラ
ン
ス
で
は

伝
統
的
に
、
そ
の
翌
日
の
月
曜
日
も
祝
日
と
し
て
連

休
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
決
定
に
は
、
労
組
が
猛
反

発
し
た
。 

 

２
　
フ
ラ
ン
ス
の
失
業
率
は
、
二
〇
〇
一
年
第
二

四
半
期
に
八
・
六
％
と
な
っ
た
後
は
上
昇
傾
向
（
二

〇
〇
二
年
九
・
〇
％
、
二
〇
〇
三
年
九
・
七
％
、
二

〇
〇
四
年
一
二
月
九
・
九
％
）
に
あ
る
。
二
〇
〇
五

年
一
月
に
は
、
一
〇
・
一
％
と
な
り
、
五
年
ぶ
り
の

二
桁
を
記
録
し
た
。 

 

３  

失
業
保
険
給
付
の
対
象
と
な
る
解
雇
の
際
、

企
業
が
失
業
保
険
運
営
機
関
に
支
払
う
も
の
。
高
齢

者
の
解
雇
抑
制
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
が
、
同
時
に

高
齢
者
採
用
の
障
害
に
も
な
っ
て
い
る
。 

 

　
（
国
際
研
究
部
　
町
田
敦
子
） 

 

フ
ラ
ン
ス
労
使
団
体
の
声
明
（
各
団
体

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
要
約
） 

 

Ｃ
Ｇ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
） 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

新
た
な
社
会
的
対
応
の
緊
急
の
必
要
性 

　
五
月
二
九
日
の
投
票
は
、
非
常
に
高
い
投

票
率
を
示
し
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
将
来
を
拘
束
す
る
政
策
決
定
へ
の
参
加

に
対
し
、
市
民
が
強
い
願
望
を
抱
い
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

　
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
憲
法
条
約
を
は
っ
き

り
と
拒
絶
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
世
代
の
労
働
者

の
ほ
と
ん
ど
が
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
民
間
企

業
の
従
業
員
で
あ
ろ
う
と
関
係
な
く
、
今
回

の
結
果
に
一
役
か
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
ま

ず
、
明
ら
か
に
ネ
オ
・
リ
ベ
ラ
ル
的
な
欧
州

建
設
に
つ
い
て
の
現
在
の
方
法
に
対
す
る
拒

否
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
と
り

わ
け
、
社
会
的
目
的
が
大
い
に
不
十
分
で
あ

る
こ
と
に
対
し
て
批
判
し
た
。
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
、

こ
こ
数
ヶ
月
、
こ
の
現
実
を
明
確
に
強
調
し 
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て
き
た
。 

 
多
く
の
選
挙
民
が
明
確
に
し
て
い
る
よ
う

に
、
今
回
の
投
票
は
、
後
退
の
態
度
を
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。
労
働
者
の
多
く
は
、

連
帯
の
枠
内
で
彼
ら
の
社
会
的
要
求
に
応
え

る
欧
州
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
熱
望
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
社
会
的
進
歩
、

持
続
可
能
な
発
展
、
そ
し
て
世
界
の
平
和
の

た
め
に
、
近
代
化
の
過
程
に
新
た
な
方
向
性

を
も
た
ら
す
は
ず
で
あ
る
。 

　
ま
た
、
今
回
の
投
票
は
、
こ
こ
三
年
、
政

府
が
行
っ
て
き
た
政
策
に
対
す
る
明
ら
か
な

制
裁
で
も
あ
っ
た
。
年
金
・
健
康
保
険
・
三

五
時
間
労
働
制
の
改
革
は
、
国
民
に
受
け
入

れ
ら
れ
て
は
い
な
い
。
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
、
こ
の
こ

と
を
繰
り
返
し
言
い
続
け
た
。 

　
Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
、
二
〇
〇
六
年
の
財
政
お
よ
び

経
済
政
策
の
主
要
な
選
択
が
決
定
し
て
し
ま

う
前
に
、
早
急
に
労
使
交
渉
を
開
始
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
政
府
は
、

Ｅ
Ｕ
の
内
部
市
場
に
お
け
る
労
働
時
間
と
サ

ー
ビ
ス
に
関
す
る
指
令
に
よ
る
計
画
の
撤
回

を
要
求
す
べ
き
で
あ
る
。 

　
五
月
二
九
日
の
国
民
投
票
後
の
状
況
は
、

Ｃ
Ｇ
Ｔ
に
対
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
組
合
運
動
全
体
に
対
し
て
、
大
き

な
責
任
を
つ
き
つ
け
た
。 

　
要
求
の
統
一
性
、
明
快
さ
、
労
働
者
の
動

員
を
拠
り
所
に
す
る
大
き
な
決
定
が
、
ま
す

ま
す
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｃ
Ｇ

Ｔ
が
、
す
べ
て
の
組
合
の
パ
ー
ト
ナ
ー
（
使

用
者
側
）
に
対
し
て
提
示
す
る
観
点
で
あ
る
。

Ｃ
Ｇ
Ｔ
は
、
使
用
者
側
に
対
し
て
、
早
急
の

会
談
を
提
案
し
て
い
る
。 

　
こ
れ
は
、
ま
た
、
Ｃ
Ｅ
Ｓ
（
欧
州
組
合
連

合
）
に
お
い
て
、
Ｃ
Ｇ
Ｔ
が
引
き
続
き
推
進

し
て
い
く
観
点
で
も
あ
る
。
同
連
合
は
、
「
市

民
と
そ
の
要
求
の
近
く
に
位
置
す
る
Ｅ
Ｕ
」

を
要
求
し
て
い
る
。 

   

Ｇ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
（
フ
ラ
ン
ス
民
主
労
働
同
盟
）

 

Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
社
会
的
条
約
の
構
築
を
要

請
す
る 

　
フ
ラ
ン
ス
国
民
は
、
五
月
二
九
日
、
高
い

投
票
率
の
も
と
で
投
票
を
行
い
、
そ
の
過
半

数
が
、
憲
法
条
約
を
批
准
し
な
い
と
い
う
選

択
を
行
っ
た
。 

　
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
の
活
動
家
た
ち
は
、
Ｃ
Ｅ
Ｓ
（
欧

州
組
合
連
合
）
や
そ
の
他
の
欧
州
の
組
合
と

と
も
に
、
憲
法
条
約
を
支
持
す
る
た
め
、
強

く
集
結
し
て
き
た
。
そ
の
た
め
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、

今
回
の
結
果
を
非
常
に
残
念
に
思
っ
て
い
る
。 

　
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
今
回
の
非
常
に
高
い
率
の

投
票
へ
の
参
加
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
非
常
に

長
い
間
奪
わ
れ
て
き
た
「
欧
州
に
関
す
る
議

論
の
必
要
性
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
強

調
し
た
い
。
こ
の
必
要
性
を
見
逃
し
て
は
な

ら
な
い
。 

　
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が

そ
の
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
、
将
来
に
対
す
る
安

心
の
喪
失
を
示
す
良
い
機
会
で
あ
っ
た
。
と

り
わ
け
、
高
い
失
業
率
が
持
続
し
て
い
る
と

い
う
現
実
に
お
い
て
、
そ
う
で
あ
っ
た
。
フ

ラ
ン
ス
が
長
年
経
験
し
て
い
る
失
業
、
お
よ

び
、
不
安
定
や
排
除
の
進
展
、
さ
ら
に
は
、

購
買
力
の
低
下
は
、
真
の
飛
躍
を
強
く
求
め

て
い
る
。 

　
労
使
お
よ
び
公
権
力
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が

期
待
す
る
対
応
を
も
た
ら
す
社
会
的
条
約
を

構
築
す
る
た
め
に
、
動
員
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
考
え
る
。 

　
使
用
者
は
、
雇
用
、
賃
金
、
職
業
過
程
の

安
定
に
関
し
て
、
責
任
を
も
っ
て
あ
ら
ゆ
る

手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

　
共
和
国
大
統
領
は
、
社
会
状
況
の
悪
化
を

無
視
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し

た
社
会
状
況
の
悪
化
に
対
峙
し
て
、
必
要
な

諸
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。 

　
Ｃ
Ｆ
Ｄ
Ｔ
は
、
今
回
の
選
挙
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
に
お
け
る
活
動
家
た
ち
の
活
動
を
誇
り
に

思
い
、
Ｃ
Ｅ
Ｓ
と
の
Ｅ
Ｕ
建
設
へ
の
参
加
を

続
行
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。
経
済
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
に
直
面
し
た
現
在
、
取
り
組
む
べ
き

挑
戦
、
と
り
わ
け
、
雇
用
に
お
け
る
挑
戦
が
、

そ
の
解
答
を
見
つ
け
う
る
場
所
は
、
欧
州
で

あ
る
。 
   

Ｃ
Ｇ
Ｔ
―
Ｆ
Ｏ
（
フ
ラ
ン
ス
労
働
総
同
盟
・

労
働
者
の
力
） 

 

国
民
投
票
の
結
果
を
受
け
て 

　
市
民
の
責
任
あ
る
態
度
を
示
す
こ
と
と
な

っ
た
数
ヶ
月
に
わ
た
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
後

に
、
フ
ラ
ン
ス
市
民
は
、
憲
法
条
約
を
批
准

し
な
い
こ
と
を
は
っ
き
り
と
決
め
た
。
三
年

間
で
三
度
も
、
市
民
は
、
公
権
力
を
制
裁
し
、

自
ら
の
期
待
と
不
満
と
を
明
示
し
た
。 

　
Ｃ
Ｇ
Ｔ
―
Ｆ
Ｏ
が
、
数
年
来
、
定
期
的
に

示
し
て
き
た
よ
う
に
、
欧
州
建
設
の
た
め
の

新
た
な
方
向
性
の
決
定
は
、
不
可
欠
で
あ
り
、

調
整
に
よ
る
社
会
的
向
上
を
よ
り
高
次
の
優

先
事
項
と
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
と
り

わ
け
、
税
制
上
の
ダ
ン
ピ
ン
グ
、
そ
し
て
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
対
策
を
講
じ
る

こ
と
、
安
定
と
発
展
の
た
め
の
契
約
を
実
際

に
改
革
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。 

　
公
権
力
と
使
用
者
は
、
直
ち
に
、
共
和
国

の
価
値
に
対
す
る
不
安
や
懸
念
に
対
し
、
具

体
的
に
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。 

　
中
長
期
的
な
観
点
の
欠
如
、
共
和
国
が
保

障
す
る
権
利
の
平
等
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
べ

き
公
的
サ
ー
ビ
ス
や
集
団
的
な
社
会
的
保
護

の
将
来
に
対
す
る
不
安
、
持
続
す
る
失
業
、

不
安
定
の
進
展
、
不
十
分
な
購
買
力
や
消
費
、

社
会
的
不
平
等
の
増
大
、
こ
れ
ら
は
、
早
急

な
対
応
を
必
要
と
し
て
い
る
。 

　
Ｃ
Ｇ
Ｔ
―
Ｆ
Ｏ
の
連
盟
執
行
部
は
、
既
に
、

そ
の
分
析
と
要
求
を
報
告
す
る
た
め
に
、
政

府
と
の
面
会
を
要
求
し
て
い
る
。 

　
五
月
二
八
日
の
要
求
は
、
五
月
三
〇
日
に

な
っ
て
も
、
手
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま

で
あ
る
。 

   

Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
（
フ
ラ
ン
ス
企
業
運
動
） 

 

国
民
投
票
で
の
Ｅ
Ｕ
憲
法
条
約
の
拒
否
は

、

重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す 

 

□
拒
否
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
、
世
界
の
中

で
欧
州
の
利
益
を
推
進
さ
せ
、
そ
の
経
済
的

社
会
的
モ
デ
ル
を
守
る
た
め
に
、
よ
り
良
く

組
織
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る 

 

□
拒
否
は
、
世
界
の
中
で
の
欧
州
の
競
争

力
を
高
め
る
た
め
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
掲
げ

ら
れ
た
目
的
の
実
現
を
よ
り
不
確
か
な
も
の

と
す
る 

 

□
拒
否
は
、
加
盟
国
の
企
業
間
の
競
争
を

よ
り
活
発
な
も
の
に
し
、
フ
ラ
ン
ス
経
済
を

弱
ら
せ
る 

 

□
拒
否
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
フ
ラ

ン
ス
の
力
を
弱
め
、
世
界
に
お
け
る
フ
ラ
ン

ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
害
す
る
。 

　
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
企
業
は
、

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
雇
用
の
増
大
に
貢
献
し

続
け
る
た
め
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
費
や
し
、

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

改
革
計
画
を
早
急
に
実
施
し
な
け
れ
ば
、
フ

ラ
ン
ス
経
済
を
再
建
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
社
会

的
保
護
シ
ス
テ
ム
が
悪
化
す
る
の
を
避
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
。 

　
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｆ
は
、
フ
ラ
ン
ス
企
業
に
よ
っ

て
要
求
さ
れ
た
近
代
化
（
現
代
化
）
を
早
急

に
実
施
す
る
こ
と
を
統
治
者
に
対
し
て
要
求

す
る
。 
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ド
イ
ツ
 

憲
法
「
否
決
」
を
受
け
て
社
会
・
雇
用
へ
の
関
心
高
ま
る
 

シュレーダー首相　○ＣEU

　
五
月
二
九
日
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
の
是
非
を

問
う
フ
ラ
ン
ス
の
国
民
投
票
で
反
対
が
多
数

を
占
め
た
。
国
民
投
票
方
式
で
は
な
く
議
会

の
採
決
で
賛
成
多
数
を
得
て
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准

の
道
筋
を
つ
け
て
い
た
ド
イ
ツ
で
は
、
シ
ュ

レ
ー
ダ
ー
首
相
を
は
じ
め
と
し
て
フ
ラ
ン
ス

の
投
票
結
果
を
「
残
念
に
思
う
」
と
す
る
反

応
が
多
か
っ
た
一
方
、
労
使
か
ら
は
、
今
後

の
Ｅ
Ｕ
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
起
す
る
動
き
が

出
て
い
る
。
労
組
側
は
、
主
に
欧
州
レ
ベ
ル

の
労
使
協
議
制
充
実
な
ど
労
働
者
の
権
利
と
、

労
働
時
間
な
ど
共
通
の
労
働
条
件
づ
く
り
な

ど
、
「
欧
州
社
会
モ
デ
ル
」
を
重
視
し
た
主

張
を
展
開
。
こ
れ
に
対
し
使
用
者
側
は
、
成

長
と
雇
用
の
た
め
に
労
働
市
場
の
自
由
化
を

進
め
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。 

  　
ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
は
五
月

三
一
日
付
で
、
会
長
の
Ｍ
・
ゾ
マ
ー
氏
が
欧

州
理
事
会
・
委
員
会
・
議
会
各
ト
ッ
プ
に
宛

て
た
書
簡
の
形
で
声
明
を
発
表
し
た
。
フ
ラ

ン
ス
で
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
が
否
決
さ
れ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
「
人
間
よ
り
市
場
を
大
事
に
す

る
『
国
民
か
ら
遠
い
欧
州
』
に
対
す
る
懸
念
」

が
フ
ラ
ン
ス
に
見
ら
れ
る
と
し
、
さ
ら
に
欧

州
全
体
に
お
け
る
社
会
的
な
諸
条
件
の
重
要

性
を
強
調
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
「
成

長
と
雇
用
の
た
め
の
積
極
的
な
政
策
」
を
肯

定
し
、
「
競
争
力
と
は
、
賃
金
・
社
会
保
障
・

税
制
へ
の
大
き
な
圧
力
と
な
る
、
容
赦
の
な

い
立
地
競
争
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
ソ

ー
シ
ャ
ル
・
ダ
ン
ピ
ン
グ
を
否
定
。
労
働
分

野
で
は
、
具
体
的
に
①
国
境
を
越
え
た
欧
州

レ
ベ
ル
で
の
事
業
所
委
員
会
の
権
利
拡
大
②

「
欧
州
全
体
に
例
外
な
く
適
用
さ
れ
る
上
限

を
設
け
る
」
労
働
時
間
規
制
―
―
な
ど
を
要

求
し
て
い
る
（
「
今
こ
そ
社
会
的
欧
州
の
た

め
に
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
！
」
を
参
照
）。 

　
Ｄ
Ｇ
Ｂ
は
、
六
月
八
日
に
出
し
た
、
ド
イ

ツ
総
選
挙
（
予
定
よ
り
一
年
前
倒
し
さ
れ
、

今
年
九
月
に
実
施
予
定
）
の
た
め
の
各
政
党

向
け
要
求
書
「
ド
イ
ツ
は
社
会
的
に
形
成
さ

れ
る
」
で
も
、
五
月
三
一
日
付
声
明
を
踏
襲

し
た
Ｅ
Ｕ
に
関
す
る
政
策
要
求
を
展
開
し
て

い
る
。
こ
の
ほ
か
、
金
属
産
業
労
組
（
Ｉ
Ｇ

メ
タ
ル
）
も
、
六
月
一
四
日
付
の
「
労
働
―

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
―
公
正
」
と
い
う
選
挙
向

け
要
求
書
で
「
欧
州
社
会
モ
デ
ル
」
に
つ
い

て
言
及
。
フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投

票
結
果
に
つ
い
て
、
「
多
く
の
人
々
が
、
欧

州
と
経
済
的
・
社
会
的
な
将
来
の
不
安
と
を

結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
」
と
指
摘
し
た
。
欧

州
社
会
モ
デ
ル
の
重
要
性
を
強
調
し
て
、
①

欧
州
次
元
で
調
和
の
図
ら
れ
た
雇
用
政
策
②

欧
州
の
企
業
に
対
す
る
最
低
課
税
水
準
設
定

③
ソ
ー
シ
ャ
ル
ダ
ン
ピ
ン
グ
の
防
止
と
労
働

組
合
の
国
境
を
越
え
た
活
動
を
意
図
し
た
、

欧
州
次
元
で
の
社
会
的
基
本
権
と
最
低
基
準

の
設
定
―
―
の
三
点
を
要
求
し
て
い
る
。 

　
こ
れ
ら
労
組
の
主
張
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ

使
用
者
連
盟
（
Ｂ
Ｄ
Ａ
）
は
六
月
一
六
、
一

七
日
開
催
の
欧
州
理
事
会
（
首
脳
会
議
）
を

前
に
Ｄ
・
フ
ン
ト
会
長
が
談
話
を
出
し
た
。

こ
の
中
で
同
氏
は
リ
ス
ボ
ン
戦
略
（
二
〇
〇

〇
年
に
採
択
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
基
本
方
針
）
に

基
づ
く｢

成
長
と
雇
用
の
目
標
」
の
重
要
性

を
強
調
。
「
社
会
的
安
定
と
教
育
訓
練
の
両

制
度
の
構
造
改
革
」
や
「
法
制
度
面
で
硬
直

化
し
た
労
働
市
場
の
開
放
」
に
高
い
優
先
順

位
を
置
く
べ
き
だ
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
競
争
力

強
化
を
重
視
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。 

　
ド
イ
ツ
で
は
、
五
月
一
二
日
で
連
邦
議
会

（
下
院
に
相
当
）、
フ
ラ
ン
ス
国
民
投
票
の
二

日
前
の
同
月
二
七
日
に
連
邦
参
議
院
（
州
政

府
代
表
で
構
成
）
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
賛

成
多
数
で
Ｅ
Ｕ
憲
法
の
批
准
を
可
決
し
て
い

た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（
Ｃ

Ｓ
Ｕ
）
の
ガ
ウ
ヴ
ァ
イ
ラ
ー
議
員
か
ら
、
こ

の
批
准
決
定
が
ド
イ
ツ
基
本
法
（
憲
法
に
相

当
）
に
抵
触
す
る
と
し
て
出
さ
れ
て
い
た
違

憲
訴
訟
に
対
し
て
、
ケ
ー
ラ
ー
大
統
領
が
六

月
一
五
日
に
、
可
決
ず
み
の
批
准
法
案
の
署

名
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
が
下
る
ま
で

延
期
す
る
と
発
表
。
批
准
手
続
き
は
一
時
棚

上
げ
さ
れ
た
恰
好
と
な
っ
て
い
る
。
フ
ラ
ン

ス
、
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
と
そ
の
後
の
情

勢
を
受
け
て
、
ド
イ
ツ
公
共
放
送
連
盟
（
Ａ

Ｒ
Ｄ
）
の
意
識
調
査
で
Ｅ
Ｕ
憲
法
批
准
へ
の

反
対
が
支
持
を
上
回
る
な
ど
、
国
民
の
意
識

に
も
戸
惑
い
が
見
ら
れ
て
い
る
。 

（
国
際
研
究
部
・
主
任
調
査
員
　
吉
田
和
央
） 

   

今
こ
そ
社
会
的
欧
州
の
た
め
に 

イ
ニ
シ
ァ
テ
ィ
ヴ
を
！ 

 

ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
（
Ｄ
Ｇ
Ｂ
）
ゾ

ン
マ
ー
会
長
声
明
よ
り
抜
粋 

   

ド
イ
ツ
労
働
組
合
総
同
盟
は
欧
州
憲
法
条

約
が
こ
れ
ま
で
の
欧
州
の
法
的
枠
組
み
を
一

歩
前
進
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を

大
い
に
歓
迎
し
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
、

わ
た
し
は
フ
ラ
ン
ス
の
有
権
者
の
過
半
数
が

Ｅ
Ｕ
憲
法
に
ノ
ー
を
突
き
つ
け
た
こ
と
を
非

常
に
残
念
に
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
投
票
結

果
は
欧
州
連
合
の
す
べ
て
の
機
関
が
真
摯
に

受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
域
内
の
ム
ー

ド
を
反
映
し
て
も
い
る
。 

 

と
く
に
、
人
間
よ
り
市
場
を
大
事
に
す
る

『
国
民
か
ら
遠
い
欧
州
』
に
対
す
る
懸
念
が

フ
ラ
ン
ス
で
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

も
っ
と
も
、
自
分
の
職
場
や
個
人
の
社
会

保
障
へ
の
心
配
か
ら
、
欧
州
政
治
に
お
け
る

社
会
的
均
衡
の
欠
如
に
つ
い
て
フ
ラ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
が
高
ま
っ
て
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス

だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。 

 

欧
州
の
政
府
や
機
関
に
は
こ
の
社
会
的
均

衡
を
確
保
す
る
責
務
が
あ
る
。 
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英
国
 

国
民
投
票
実
施
を
凍
結
―
否
決
ド
ミ
ノ
回
避
へ
 

欧州理事会でのブレア首相　○ＣEU

 

成
長
と
雇
用
の
た
め
の
政
治 

 
欧
州
に
は
成
長
と
雇
用
の
た
め
の
積
極
的

な
政
策
が
必
要
だ
。
競
争
力
と
は
、
賃
金
・

社
会
保
障
・
税
制
へ
の
大
き
な
圧
力
と
な
る
、

容
赦
の
な
い
立
地
競
争
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
欧
州
は
質
的
成
長
を
目
指
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
質
的
成
長
と
は
経
済
・
環
境
・

社
会
面
で
の
成
長
を
い
う
。
よ
り
よ
い
雇
用

が
増
え
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

   

欧
州
の
税
制
平
準
化 

 

多
く
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
非
常
に
意
識
的
、

な
い
し
慎
重
な
姿
勢
で
、
企
業
や
資
産
に
対

し
て
よ
り
低
い
税
率
を
競
い
合
っ
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
財
政
は
破
綻
し
、
労
働
者
は
増

大
す
る
税
・
保
険
料
負
担
、
さ
ら
に
立
地
移

転
や
そ
れ
に
伴
う
雇
用
の
喪
失
に
苦
し
め
ら

れ
て
い
る
。
欧
州
で
最
も
低
い
税
を
め
ぐ
る

こ
の
競
争
に
は
終
止
符
を
打
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
欧
州
連
合
は
税
率
と
算
定
基
礎
、

そ
し
て
と
り
わ
け
企
業
・
資
本
収
益
税
に
つ

い
て
共
通
の
税
率
、
少
な
く
と
も
回
廊
（
コ

リ
ド
ー
ル
）
に
合
意
す
る
必
要
が
あ
る
。 

   

労
働
者
の
権
利 

 

労
働
者
の
権
利
は
欧
州
の
社
会
モ
デ
ル
の

中
核
部
分
で
あ
り
、
強
化
が
必
要
だ
。
国
境

を
越
え
る
営
み
が
増
え
る
経
済
に
お
い
て
こ

れ
は
、
労
働
者
が
国
境
を
越
え
る
企
業
に
関

わ
る
こ
と
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
だ
か
ら
、
欧
州
経
営
協
議
会
の
権
利

を
拡
充
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
よ
り

よ
い
労
働
条
件
、
よ
り
よ
い
情
報
、
よ
り
強

い
共
同
決
定
権
を
得
る
必
要
が
あ
る
。
企
業

が
欧
州
に
あ
る
様
々
な
立
地
で
活
動
す
る
場

合
、
一
〇
〇
〇
人
未
満
の
従
業
員
を
抱
え
る

企
業
で
も
欧
州
経
営
協
議
会
が
必
要
だ
。 

 

企
業
に
お
け
る
共
同
決
定
は
経
済
的
・
社

会
的
に
成
功
し
た
モ
デ
ル
だ
。
そ
れ
は
欧
州

で
欧
州
経
営
協
議
会
と
同
様
の
成
功
を
収
め

る
だ
ろ
う
。
労
働
者
の
共
同
決
定
は
Ｅ
Ｕ
の

ど
ん
な
会
社
法
に
も
代
わ
る
も
の
で
は
な
く
、

少
な
く
と
も
欧
州
株
式
会
社
に
関
す
る
妥
協

を
基
礎
に
し
て
と
り
決
め
る
必
要
が
あ
る
。 

   

Ｅ
Ｕ
域
内
市
場
に
お
け
る
サ
ー
ビ
ス 

 

Ｅ
Ｕ
で
の
サ
ー
ビ
ス
の
域
内
市
場
の
自
由

化
に
関
す
る
目
下
の
論
争
は
、
労
働
組
合
に

と
っ
て
は
、
欧
州
連
合
で
社
会
的
市
場
経
済

の
原
理
が
ど
れ
く
ら
い
実
践
さ
れ
て
い
る
の

か
を
計
る
目
安
に
な
る
。
三
月
一
九
日
に
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
で
労
働
組
合
が
欧
州
委
員
会
の

基
準
案
に
ノ
ー
を
突
き
つ
け
た
後
、
サ
ー
ビ

ス
を
自
由
化
す
る
に
は
賃
金
・
社
会
ダ
ン
ピ

ン
グ
を
妨
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
正

し
い
方
向
に
再
考
を
始
め
た
政
府
も
あ
る
。 

  

 

社
会
的
最
低
基
準 

 

社
会
的
欧
州
に
は
（
義
務
的
な
）
欧
州
最

低
基
準
が
必
要
だ
。
そ
し
て
こ
れ
は
強
化
さ

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

労
働
時
間
に
関
し
て
、
欧
州
全
体
に
例
外
な

く
適
用
さ
れ
る
上
限
を
設
け
る
必
要
が
あ
る
。

労
働
時
間
か
ら
待
機
時
間
を
引
い
て
計
算
す

る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
『
個
人
に
対
す
る
オ
プ

ト
・
ア
ウ
ト
（
適
用
除
外
協
定
）
』
と
同
様
、

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。 

   

欧
州
統
合
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
岐
路
に
立
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
、
政
治
家
が
近
代
的
な
欧

州
社
会
国
家
の
基
礎
を
築
く
こ
と
に
成
功
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
欧
州
連
合
が
単
な
る
自

由
貿
易
圏
に
敗
退
し
て
し
ま
う
か
の
岐
路
だ
。

最
初
の
オ
プ
シ
ョ
ン
だ
け
が
欧
州
の
人
々
を

融
合
す
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
欧
州
だ
け
に

政
治
的
未
来
が
あ
る
。 

　
英
国
政
府
は
二
〇
〇
五
年
六
月
六
日
、
フ

ラ
ン
ス 

と 

オ
ラ
ン
ダ 

の
国
民
投
票
で
Ｅ
Ｕ

憲
法
条
約
の
批
准
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
、
翌
年
に
予
定
し
て
い
た
憲
法
批
准
手
続

（
国
民
投
票
）を
一
時
凍
結
す
る
と
発
表
し
た
。 

   

い
ち
ば
ん
得
を
し
た
の
は
英
国
？ 

 

保
守
派
を
中
心
に
、
仏
独
主
導
の
Ｅ
Ｕ
に

対
し
て
懐
疑
的
な
世
論
が
根
強
い
英
国
。
二

〇
〇
四
年
六
月
に
実
施
さ
れ
た
欧
州
議
会
選

挙
で
は
移
民
規
制
強
化
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
反
対
を

主
張
す
る
極
右
の
英
国
独
立
党
が
躍
進
す
る

な
ど
、
憲
法
採
択
の
先
行
き
は
決
し
て
明
る

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
た
め
ブ
レ
ア
首
相
自
身
も
当
初
は
、

批
准
の
可
否
を
ド
イ
ツ
同
様
、
議
会
で
の
審

議
で
決
め
る
意
向
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の

後
は
方
針
転
換
し
、
「
英
国
が
欧
州
の
政
策

決
定
の
中
心
に
い
る
と
決
意
す
る
か
ど
う
か

の
時
だ
」
と
し
て
国
民
投
票
に
切
り
換
え
、

政
権
三
期
目
の
大
き
な
柱
と
し
て
「
欧
州
拡

大
の
完
成
お
よ
び
そ
の
核
と
な
る
英
国
」
を

掲
げ
る
に
至
っ
た
。
だ
が
最
近
の
世
論
調
査

で
は
欧
州
憲
法
反
対
派
の
優
勢
は
揺
る
が
ず
、

ブ
レ
ア
政
権
に
と
っ
て
は
楽
観
を
ゆ
る
さ
な

い
情
勢
に
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、

フ
ラ
ン
ス
と
オ
ラ
ン
ダ
で
相
次
い
で
憲
法
批

准
が
否
決
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
民
投
票
凍
結

と
い
う
問
題
先
送
り
の
選
択
肢
を
手
に
入
れ

た
。 

 

英
国
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
誌
が
今
回
の
Ｅ

Ｕ
憲
法
採
択
を
め
ぐ
る
動
向
に
つ
い
て
「
い

ち
ば
ん
得
を
し
た
の
は
英
国
」
と
評
し
た
よ

う
に
、
国
民
投
票
の
実
施
自
体
が
凍
結
と
い

う
結
果
に
な
っ
た
ブ
レ
ア
政
権
は
政
治
リ
ス

ク
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
う
え
に
、
Ｅ

Ｕ
に
お
け
る
英
国
の
存
在
感
を
高
め
る
結
果

に
も
つ
な
が
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
統
合
の
主
導
役
で

あ
っ
た
仏
独
の
シ
ラ
ク
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
政
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ア
メ
リ
カ
 

政
治
的
・
経
済
的
に
強
い
Ｅ
Ｕ
を
期
待
 

権
が
痛
手
を
被
っ
た
の
と
対
照
的
だ
。
そ
も

そ
も
欧
州
統
合
は
、
一
貫
し
て
Ｅ
Ｕ
エ
リ
ー

ト
官
僚
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
形
式
で
進

め
ら
れ
て
き
た
。
一
般
市
民
に
と
っ
て
Ｅ
Ｕ

憲
法
は
非
常
に
長
い
条
文
か
ら
な
る
難
解
な

も
の
に
映
る
。
そ
れ
故
に
国
民
投
票
が
憲
法

自
体
の
内
容
よ
り
も
、
高
失
業
率
や
移
民
増

加
と
い
っ
た
自
国
の
問
題
を
審
議
す
る
場
と

な
っ
た
。 

 

　 
 

経
済
界

は
七
月
か
ら
の
議
長
国 

　
就
任
を
歓
迎 

 

英
国
は
欧
州
随
一
の
良
好
な
経
済
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
を
挙
げ
て
お
り
、
失
業
率
も
低
い

水
準
で
推
移
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
欧
州
統

合
が
深
化
す
る
こ
と
に
よ
る
マ
イ
ナ
ス
の
影

響
を
受
け
た
く
な
い
と
考
え
る
の
も
当
然
だ

ろ
う
。 

 

と
り
わ
け
使
用
者
側
は
、
Ｅ
Ｕ
か
ら
の
脱

退
自
体
を
考
え
て
は
い
な
い
も
の
の
Ｅ
Ｕ
が

課
す
様
々
な
規
則
が
英
国
企
業
の
経
済
活
動

に
多
大
な
損
害
を
与
え
る
と
考
え
て
い
る
。

英
国
産
業
連
盟
（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）
は
憲
法
草
案
採

択
の
段
階
か
ら
英
国
企
業
の
自
主
権
へ
の
制

約
に
な
る
と
し
て
、
反
対
の
た
め
の
ロ
ビ
ー

活
動
を
活
発
化
。
否
決
を
期
待
し
て
国
民
投

票
歓
迎
の
姿
勢
を
示
し
て
い
た
。
ま
た
、
英

国
商
工
会
議
所
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
）
は
、
こ
の
七
月

か
ら
英
国
が
Ｅ
Ｕ
議
長
国
と
な
る
こ
と
で
、

「
Ｅ
Ｕ
規
則
が
少
な
く
な
る
こ
と
を
期
待
す

る
」
と
の
コ
メ
ン
ト
を
出
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
英
国
労
働
組
合
会
議
（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）

を
は
じ
め
と
す
る
労
組
は
、
Ｅ
Ｕ
憲
法
の
内

容
を
基
本
的
に
評
価
し
な
が
ら
も
、
政
府
の

経
営
寄
り
の
姿
勢
を
批
判
、
二
〇
〇
四
年
九

月
に
は
政
府
か
ら
の
「
Ｖ
ｏ
ｔ
ｅ 

Ｙ
ｅ
ｓ
」

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
へ
の
協
力
を
断
わ
る
な
ど
、

政
府
と
は
一
線
を
画
す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し

て
い
た
。 

   

Ｅ
Ｕ
予
算
案
に
お
け
る
払
戻
金 

　
（
リ
ベ
ー
ト
）
を
め
ぐ
り
独
仏
と
対
立 

 

二
〇
〇
五
年
六
月
の
欧
州
理
事
会
で
は
、

予
算
案
（
二
〇
〇
七
〜
一
三
年
）
を
め
ぐ
り

独
仏
と
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
Ｅ
Ｕ
は
こ

れ
ま
で
、
農
業
関
連
補
助
金
の
受
取
額
が
少

な
い
英
国
に
対
し
、
予
算
の
払
戻
金
（
リ
ベ

ー
ト
）
制
度
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
リ
ベ

ー
ト
を
め
ぐ
り
、
制
度
導
入
時
と
は
状
況
が

悪
化
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
引
き
下
げ
を

主
張
す
る
独
仏
を
中
心
に
議
論
が
噴
出
し
た
。

こ
れ
に
対
し
ブ
レ
ア
首
相
は
、
「
拡
大
Ｅ
Ｕ

全
体
の
農
業
人
口
は
約
二
％
に
過
ぎ
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
農
業
政
策
（
Ｃ
Ａ
Ｐ
）

が
総
予
算
の
四
割
を
占
め
て
い
る
（
う
ち
四

分
の
一
が
仏
向
け
）
こ
と
が
問
題
」
と
反
論
。

Ｃ
Ａ
Ｐ
を
削
減
し
、
削
減
分
を
雇
用
促
進
な

ど
に
充
て
る
べ
き
と
主
張
し
た
。
今
後
の
交

渉
に
つ
い
て
も
英
国
の
主
張
を
譲
ら
な
い
姿

勢
を
示
し
、
欧
州
憲
法
を
「
現
状
で
は
各
国

民
の
支
持
を
得
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
し
、
そ

の
原
因
を
各
国
の
指
導
力
の
な
さ
と
批
判
し

た
。 

 

国
民
投
票
の
凍
結
は
欧
州
統
合
の
遅
れ
を

意
味
し
、
欧
州
経
済
全
体
が
今
以
上
に
停
滞

す
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
英

国
に
と
っ
て
も
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は

な
い
。
今
後
の
ブ
レ
ア
政
権
に
と
っ
て
他
国

か
ら
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な
が
ら
、
Ｅ
Ｕ

の
主
導
権
を
英
国
の
も
の
に
で
き
る
か
ど
う

か
が
大
き
な
課
題
と
い
え
よ
う
。 

 

（
国
際
研
究
部
　
淀
川
京
子
） 

　
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
基
本
的
に
欧
州
憲
法

の
論
議
に
は
踏
み
込
ま
ず
、
今
回
の
フ
ラ
ン

ス
・
オ
ラ
ン
ダ
の
国
民
投
票
否
決
に
よ
っ
て
、

Ｅ
Ｕ
と
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
る
こ
と
は
な

い
と
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
国
務
省
は
、
中

東
和
平
な
ど
世
界
の
諸
問
題
に
と
も
に
取
り

組
む
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、
強
い
Ｅ
Ｕ
を
望

む
と
の
意
向
を
示
し
た
。
一
方
、
財
務
省
高

官
は
、
ア
メ
リ
カ
の
記
録
的
貿
易
赤
字
、
経

常
収
支
赤
字
問
題
の
改
善
の
た
め
に
も
、
Ｅ

Ｕ
の
経
済
成
長
を
期
待
す
る
と
述
べ
た
。 

   

メ
デ
ィ
ア
の
論
調 

　
Ｅ
Ｕ
の
将
来
を
注
視
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、

岐
路
に
立
た
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
動
向
を
め
ぐ
り
、

様
々
な
反
響
が
起
き
て
い
る
。
否
決
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
「
Ｅ
Ｕ
の
終
焉
」
な
ど
と
危

機
を
強
調
す
る
説
も
あ
れ
ば
、
市
場
・
通
貨
・

政
治
の
統
合
を
目
指
す
Ｅ
Ｕ
の
こ
れ
ま
で
の

実
績
を
評
価
し
、
終
焉
説
を
否
定
す
る
も
の

も
あ
る
。
そ
の
な
か
で
最
も
現
実
的
な
視
点

と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
各
国
に
お
け
る
労
働
市
場
の

弾
力
化
や
社
会
保
障
制
度
改
革
を
推
進
す
る

必
要
性
を
強
調
す
る
論
調
が
あ
る
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。 

 

Ｅ
Ｕ
の
今
後
に
つ
い
て
危
機
感
を
強
調
す

る
論
調
の
中
で
ワ
シ
ン
ト
ン
ポ
ス
ト
紙
は
、

①
人
口
減
に
も
関
わ
ら
ず
移
民
排
斥
を
志
向

し
て
い
る
②
手
厚
い
失
業
保
険
な
ど
、
高
度

の
社
会
保
障
が
成
長
の
足
か
せ
と
な
っ
て
い

る
③
ア
メ
リ
カ
に
比
べ
中
高
年
の
就
業
率
が

低
い
―
な
ど
と
課
題
を
列
挙
。
「
早
期
退
職

が
多
く
、
失
業
率
が
高
く
、
長
期
休
暇
の
取

得
が
特
徴
と
さ
れ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
市

場
・
慣
行
は
、
強
い
経
済
が
あ
っ
て
初
め
て

可
能
だ
」
と
し
、
景
気
回
復
の
た
め
に
労
働

市
場
・
社
会
保
障
改
革
の
断
行
を
指
摘
し
た
。 

   

Ｅ
Ｕ
東
方
拡
大
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
思
惑 

 

ア
メ
リ
カ
の
Ｅ
Ｕ
東
方
拡
大
に
対
す
る
期

待
に
は
、
旧
社
会
主
義
圏
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や

イ
ス
ラ
ム
圏
の
ト
ル
コ
な
ど
を
Ｅ
Ｕ
に
受
け

入
れ
さ
せ
、
民
主
主
義
と
市
場
経
済
を
世
界

に
広
め
る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
読
売
新

聞
二
〇
〇
五
年
六
月
一
九
日
付
、
慶
應
義
塾

大
学
・
竹
森
教
授
）
。
Ｅ
Ｕ
内
に
お
い
て
ト

ル
コ
加
盟
問
題
は
、
移
民
の
増
加
や
反
イ
ス

ラ
ム
感
情
な
ど
が
懸
念
材
料
と
な
り
、
反
発

が
根
強
い
。
今
回
の
国
民
投
票
の
否
決
に
よ

っ
て
Ｅ
Ｕ
の
拡
大
に
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
り
、

こ
の
秋
の
開
始
が
予
定
さ
れ
て
い
る
ト
ル
コ

の
加
盟
交
渉
に
も
影
響
が
及
び
か
ね
な
い
状

況
に
な
っ
た
。
ト
ル
コ
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
後
押

し
す
る
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
れ
を
懸
念
す
る

論
調
が
多
い
。 

 

（
国
際
研
究
部
　
吉
原
夕
紀
子
） 


